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立川駅周辺の喫煙所の設置・運用方針について 

 

立川駅周辺の喫煙所の設置について、喫煙所の設置工事状況および運用方針について、下記のとお

り報告いたします。 

 

記 

１． 喫煙所概要（①立川駅北口公衆喫煙所、②立川駅南口公衆喫煙所） 

喫煙所 設置場所 構造 敷地面積 建築・延床面積 収容人数 

①北口 
立川市曙町２－４先 

立川駅北口バスロータリー北側 
軽量鉄骨造（準耐火構造） 14.95 ㎡ 12.77 ㎡ 最大 15 人※ 

②南口 
立川市柴崎町３－６先 

アレアレア前 
軽量鉄骨造（準耐火構造） 12.30 ㎡ 10.59 ㎡ 最大 12 人※ 

  ※当面は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、利用人数を制限して運用する予定 

２． 運用開始までのスケジュール 

２月 15 日  喫煙所設置工事開始 

３月    地域への説明 

３月中旬  喫煙所設置工事終了 

４月上旬  喫煙所周辺の案内表示の設置 

４月１２日 喫煙所運用開始 

３． 案内表示の設置 

  １）横断幕     デッキ上から喫煙所に向かう降り口を案内するために設置 

  ２）路面標示シート ①喫煙所の案内を行うために、北口階段及び南口エスカレーターの降りた 

     場所に設置（矢印） 

            ②喫煙所に入る人が並ぶ場所の表示のために喫煙所周辺に設置（足形） 

 

   案内表示デザイン（イメージ） 

 

      

 

 

 

 

 

４． 運用方法 

  運用開始日：令和３年４月 12日（月）～ 

  運用時間 ：６時～２４時 

  整理員配置：北口南口に各２名、７時～21時で配置 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、運用開始時期、運用時間は変更する場合あり                              

路面標示シート① 横断幕 路面標示シート② 

南口喫煙所設置工事 北口喫煙所設置工事 


